
第38回全日本武術太極拳選手権大会

開　催　要　綱
実　施　内　容

１．「第38回全日本武術太極拳選手権大会」の開催
２．�新型コロナウイルス感染症の影響で2021年国際大会は現在開催未定のため、日本代表選手選抜に

ついては、国際武術連盟より大会詳細の発表後に決定となる。

第38回全日本武術太極拳選手権大会の内容

１．日　時：2021年６月25日（金）〜　27日（日）
２．会　場：カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）［宮城県仙台市］
３．主　催：公益社団法人日本武術太極拳連盟
　　主　管：宮城県武術太極拳連盟
４．後　援：�スポーツ庁、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、宮城県、

公益財団法人宮城県スポーツ協会、仙台市、仙台市スポーツ協会、公益財団法人笹川スポーツ
財団、ＮＰＯ法人日本ワールドゲームズ協会、公益社団法人日本中国友好協会、アジア武術連
盟、朝日新聞社、朝日新聞社仙台総局、日刊スポーツ新聞社、毎日新聞社仙台支局、株式会社
河北新報社、ＮＨＫ仙台放送局、東北放送、仙台放送、ＫＨＢ東日本放送（申請予定含む）

５．特別協賛：（未定）
６．協　賛：太極パートナーズ各社
７．参加団体要件：下記の要件を満たす団体は、大会参加団体として出場選手、チームを推薦できる。
　　　　　日本連盟加盟団体で、一口５万円・一口以上の大会分担金を納付する団体

８．出場選手要件：
　　　１）日本国籍を有する人、または日本国籍を有しない人で日本に継続して満３年以上在留している外国

人（ただし、日本国籍を有しない人は、国際大会の日本代表に選ばれない）。
　　　２）上記の大会参加団体に所属する人。
　　　３）「出場申込要領」に基づいて出場申込み手続きを行い、下記の大会出場料を納付した人。
　　　　　　①　「個人競技部門」の［b］規定競技部門、［c］自選競技部門、［d］伝統競技部門に出場する選

手は１人１種目につき４千円を納付すること。
　　　　　　②　選手強化委員会の指定を受け、［a］自選難度競技部門に出場する認定を受けた選手は、出場

料を免除とする。選手強化委員会枠で自選難度競技部門以外に出場する選手は１人１種目に
つき４千円を納付すること。

　　　　　　③　［e］「団体競技部門」に出場するチームは、35．対練は１チーム１種目につき１万円の出場料、
36．集団は１チーム１種目につき１万５千円の出場料、37．太極拳推手は１チーム１種目につ
き８千円の出場料を納付すること。

　　　４）大会参加団体に所属しない個人で出場を希望する人は、都道府県選抜種目以外の種目に限って、大
会運営委員会に直接出場を申し込むことができる。ただし１人１種目につき２万円を納付するこ
と。個人の出場申込書は2021年４月10日（土）までに日本連盟に提出されなければならない。同日
を過ぎた申込書は受理されない。
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［2020年第37回全日本武術太極拳選手権大会　中止に伴う特別措置］

　＊2020年都道府県予選大会を自粛した都道府県は１～３を適用

１）各都道府県予選を経て、既に2020年第37回全日本武術太極拳選手権大会に選抜されていた選手は、2021年
第38回全日本武術太極拳選手権大会への出場権を与える（後日、各都道府県の選抜状況調査の書類を送付。
新型コロナウイルス感染防止の影響を受け、2020年第37回全日本武術太極拳選手権大会の予選が終了してい
ない都道府県は、2019年第36回大会のエントリーを用いる）。

２）シード選手を含め出場選手『2021年４月１日現在の満年齢』で年齢区分が変わった場合は、2021年第38回
全日本武術太極拳選手権大会の年齢枠で出場する。

３）出場選手の参加辞退などで欠員が出た場合は、辞退選手の所属都道府県連盟に推薦権を与える。

４）第38回全日本選手権大会については、第36回大会で得たシード権を有効とする。従来は年齢区分が変更と
なった場合は失効となるが、シード選手は各都道府県連盟の有望な選手であることに鑑み、今大会に限り許
可する。

５）フリーエントリー種目（５頁、14．に記載のその他の種目）については、2021年大会でも新たにエントリー
を受け付ける。

６）個人エントリー（各都道府県連盟に所属していない選手）については、2021年大会でも新たにエントリー
を受け付ける。

株式会社アシックス
www.asics.co.jp

株式会社太極縁
taikyoku-en.com

太極拳ウェアYUN
www.yun.jp

・有限会社イーストエイジ
・�グローバルウーシュウ有
限会社
・�株式会社第一クリエイテ
ィブ
・株式会社津留美
・東方商事

taichi-supporter.jp

オリンピック・国民体育大会の正式種目を目指します!!
幅広い年齢層の国民スポーツを目指します!!
中高年と青少年の「健康と生きがいのスポーツ」を目指します!!

　「太極パートナーズ」は、武術太極拳を応援して下さる企業、団体に参加していただき、全日本選手権
大会のみならず、年間を通して日本連盟が主催する各種の競技大会の協賛パートナーとなっていただいて
います。パートナー企業に対しましては協賛特典として、競技大会協賛企業としての広告、日本連盟機関
誌での広告、日本連盟ホームページ上でのバナー広告やSNSなどで紹介させていただきます。
　「太極パートナーズ」に賛同していただける企業や団体等、お待ち申し上げております。お問合せは日本
連盟事務局までお願い申し上げます。

株式会社ダイワコーポレーション
www.daiwacorporation.co.jp

株式会社フォトクリエイト
allsports.jp

島村運輸倉庫株式会社
www.shima-bun.jp

武術太極拳は

私たちは安全と環境を守ります
健康優良企業「銀」認定



競技部門・種目 演技時間 １コートの
演技人数 種目の内容

［a］自選難度競技部門
１．自選太極拳 ３分以上４分以内 １人

新国際競技ルールに基づく自選難度套路。
強化指定選手で選手強化委員会の指名を受
けた選手のみが出場

２．自選太極剣 同上 同上
３．自選南拳 １分20秒以上２分以内 同上
４．自選南拳短器械 同上 同上
５．自選南拳長器械 同上 同上
６．自選長拳 同上 同上
７．自選長拳短器械 同上 同上
８．自選長拳長器械 同上 同上
［b］規定競技部門
９．総合太極拳ＡＢ

（満30歳以上） ５分以上６分以内 ２人 競技用総合太極拳の規定套路

10．総合太極拳Ｃ（満29歳以下） 同上 同上 同上
11．24式太極拳Ａ（満60歳以上） ４分以上６分以内 同上 24式太極拳の全套路
12．24式太極拳Ｂ（満40〜59歳） 同上 同上 同上
13．24式太極拳Ｃ（満39歳以下） 同上 同上 同上
14．ジュニア太極拳３（規定難
度太極拳）（満18歳以下） ２分30秒以上４分以内 同上 日本連盟編纂の規定難度太極拳の全套路

15．ジュニア太極拳２（16動作）
（満18歳以下） ３分以内 同上 日本連盟編纂のジュニア太極拳２（16動作）

の全套路
16．長拳Ｏ（OVER）14

（満14歳以上）１分20秒以上２分以内 １人 競技用長拳の国際第一套路（長拳Ｂ）
もしくは第二套路（長拳Ａ）

17．長拳Ｕ（UNDER）13
（満13歳以下） 同上 同上 競技用長拳の国際第一套路（長拳Ｂ）

もしくは第二套路（長拳Ａ）

18．剣術 同上 同上 競技用剣術の国際第一套路（剣術Ｂ）
もしくは第二套路（剣術Ａ）

19．刀術 同上 同上 競技用刀術の国際第一套路（刀術Ｂ）
もしくは第二套路（刀術Ａ）

20．槍術 同上 同上 競技用槍術の国際第一套路（槍術Ｂ）
もしくは第二套路（槍術Ａ）

21．棍術 同上 同上 競技用棍術の国際第一套路（棍術Ｂ）
もしくは第二套路（棍術Ａ）

22．南拳 同上 同上 競技用南拳の規定套路
23．南刀 同上 同上 競技用南刀の規定套路
24．南棍 同上 同上 競技用南棍の規定套路
［c］自選競技部門

25．太極剣・刀 ２分以上４分以内 ２人 32式、42式太極剣を含む全ての太極剣・刀
から自選する

26．48式・88式太極拳 ３分以上４分以内 同上 48式または88式太極拳から自選する。48式
と88式の動作を混合した套路は不可

27．楊式太極拳 同上 同上 楊式太極拳から自選する
28．陳式太極拳 同上 同上 陳式太極拳から自選する
29．呉式太極拳 同上 同上 呉式太極拳から自選する
30．孫式太極拳 同上 同上 孫式太極拳から自選する

９．実施競技：
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［d］伝統競技部門
31．伝統拳術Ａ １分以上２分以内 １人 形意拳、八卦掌、八極拳および同種の拳術

32．伝統拳術Ｂ 同上 同上 翻子拳、劈掛掌、通背拳、戳脚および同種
の拳術

33．伝統拳術Ｃ 同上 同上
象形拳（酔拳、地躺拳、螳螂拳他）、伝統
少林拳、査拳、華拳、洪拳およびその他の
拳術。長拳は不可

34．伝統器械 同上 同上
２．４．５．７．８．18．〜21．23．〜25．を除く
すべての短・長・軟・双器械。ただし、軟
器械のうち衝撃音を発する鞭類は不可

［e］団体競技部門

35．対練 40秒以上２分以内 １チーム ２人または３人で、徒手および器械による
格闘形式の演技

36．集団 １分以上４分以内 同上 ４人以上10人以内で、徒手および器械によ
る集団演技

37．太極拳推手 ４分以上６分以内 同上 ２人１組で、アジア武術連盟制定の「太極
拳推手対練套路」の全套路を演技

10．出場種目に関する規定：
　　　競技部門を５部門とし、下記の通り出場制限を設ける。
　　　［a］自選難度競技部門：

日本連盟選手強化委員会が指定する選手だけが、この部門に出場することができる。この部門に出
場する選手は、他の［b］〜［d］の個人競技部門のいずれの種目にも出場することができない。

　　　［b］規定競技部門：
（1）この部門に出場する選手は、他の［a］、［c］、［d］の個人競技部門のいずれの種目にも出場す

ることができない。
（2）９．〜13．は、１人１種目に限って出場することができる。
（3）９．〜13．のいずれかの種目に出場する選手は、14．〜24．のどの種目にも出場することができない。
（4）16．〜24．のなかでは、１人最多３種目まで出場することができる。ただし、16．または17．はい

ずれか１種目に限る。
（5）14．または15．はいずれか１種目に限り出場することができ、別途、16．〜24．に最多３種目まで

出場することができる。ただし、16．または17．はいずれか１種目に限る。
（6）16．〜24．のいずれかに出場する選手は、別途、14．または15．のいずれかに出場することができる。

　　　［c］自選競技部門：
（1）この部門に出場する選手は、他の［a］、［b］、［d］の個人競技部門のいずれの種目にも出場す

ることができない。
（2）25．〜30．は、１人１種目に限って出場することができる。

　　　［d］伝統競技部門：
（1）この部門に出場する選手は、他の［a］〜［c］の個人競技部門のいずれの種目にも出場するこ

とができない。
（2）31．〜34．は、１人１種目に限って出場することができる。
（3）34．伝統器械では、太極剣・刀を演技することはできない。

　　　［e］団体競技部門：
35．〜37．は、１人１種目に限って出場することができる。

11．出場人数（チーム数）枠：
１）都道府県連盟は、大会参加団体として都道府県選抜種目に下記の人数（チーム数）に限って、選手
を出場させることができる。
一　11．24式太極拳Ａ、12．同Ｂ、13．同Ｃは各々、一律男子１人、女子１人以内に限る。
一　上記以外の太極拳競技種目（９．10．25．〜30．）は各々、一律男子２人、女子２人以内に限る。
一　35．対練は３チーム以内、36．集団、37．太極拳推手は各々、一律１チーム以内に限る。
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２）都道府県選抜の例外規定：
　「日本学生武術太極拳連盟」（以下、学生連盟という）に加盟している大学の所属会員が、学生連
盟を通じて出場申込みを行う場合、または「選手強化委員会枠」として、自選難度不出場の強化指
定選手の中から強化委員会が推薦する選手が出場申込みを行う場合は、上記１）に規定する都道府
県選抜と出場人数（チーム数）の制限を受けずに出場することができる。

12．ジュニア太極拳３（規定難度太極拳）とジュニア太極拳２（16動作）の年齢規定と出場制限：
　14．ジュニア太極拳３（規定難度太極拳）と15．ジュニア太極拳２（16動作）は18歳以下の選手に限り、
出場することができる。
　他の太極拳種目に出場する選手は、これらの種目に重複して出場することはできない。
　これらの種目については、太極拳種目であるが、ジュニア層の太極拳競技の普及を図るため、都道府
県による選抜を経なくても出場できることとし、出場人数の制限も設けない。

13．都道府県選抜種目に関する規定：
１）14．ジュニア太極拳３、15．ジュニア太極拳２を除く［b］規定競技部門、［c］自選競技部門の太極
拳種目（９．〜13．25．〜30．）と団体競技部門（35．〜37．）（以下、都道府県選抜種目という）は、
2021年４月１日現在在住する都道府県の都道府県連盟による選抜競技会または選抜会議を経て選抜
された選手に限り、出場することができる。

　　選抜された選手の出場申込み手続きは、当該都道府県連盟を通じて行わなければならず、４月１日
現在の在住地ではない都道府県連盟やその他の団体が提出した出場申込みは無効となる。

２）選手が在住する都道府県連盟により選抜された後に、2021年４月１日までの間に、当該都道府県外
に転居した場合は、「出場申込書」に「転居証明書」を添付して、もとの都道府県連盟に選抜され
た選手として出場することができる。

３）団体競技　35．～37．の出場規定：
　　　35．対練、36．集団および�37．太極拳推手は、チームを構成する選手のうち、少なくとも１人が上
記に定める在住者であれば、他の選手が非在住者であっても、その１人が在住する都道府県連盟に
よる選抜を経て、同都道府県連盟を通じて出場申込みをすることができる。

　　　出場申込みを完了したチームを構成する選手のうち、１人または複数人が不測の事態により出場
できなくなった場合は、下記に定める「団体競技の出場選手変更規定」に規定された範囲内で変更
することができる。

　　　ただし、出場できなくなった選手が在住者でそれに替えて非在住者を出場させることはできない
（出場できなくなった選手が非在住者の場合は、それに替える選手は非在住者でも在住者でもよい）。

４）団体競技　35．～37．の出場選手変更規定：
①　35．対練は１人のみ、36．集団は３人以内、37．太極拳推手は１人のみに限って、出場選手を変更
し、あるいは出場を取り消すことができる。この範囲を超える変更は受理されない。

②　35．対練（２人または３人）で、最終出場申込みで２人でエントリーしたチームは、１人を追加
して３人で出場することはできない。36．集団（４人以上10人まで）で、最終出場申込みでエン
トリーした人数を超えて人員を追加して出場することはできない（例：最終エントリーで５人で
申し込んだチームが、１人加えて６人で出場することはできない）。

③　選手の変更届は、参加団体代表者が、事前に書面で提出しなければならない。事前に書面による
変更届が提出されなかったチームの成績は、取り消されることがある。

14．その他の種目のエントリー：
　14．ジュニア太極拳３、15．ジュニア太極拳２、16．長拳Ｏ、17．長拳Ｕ、18．剣術、19．刀術、20．槍術、
21．棍術、22．南拳、23．南刀、24．南棍、31．伝統拳術Ａ、32．伝統拳術Ｂ、33．伝統拳術Ｃ、34．伝統器械
の15種目、男女計30種目は、日本連盟加盟団体を通じて出場申込みをすることができ、都道府県連盟に
よる選抜を行わない。

15．年齢規定のある種目：
　　　年齢規定のある種目の年齢は、すべて2021年４月１日の満年齢によるものとする。
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16．シード選手：
　［b］規定競技部門、［c］自選競技部門の太極拳種目は、上記13．１）の規定に加えて、シード選手制
度を設ける。団体競技にはシード制度を設けない。
１）シード選手は都道府県選抜を経なくても当該種目に出場することができる。
２）シード選手は「第36回全日本選手権大会」の太極拳種目の入賞者数により下記の通り定める。入賞
選手は、エントリー人数により下記のように定める。

３）①　入賞選手数が４人以上である種目は、１位〜３位の選手をシード選手とする。
　　②　入賞選手数が３人である種目は、１位の選手のみをシード選手とする。
　　③　入賞選手数が１人または２人である種目は、シード選手を設けない。
　※本大会のシード選手は、本要綱に添付する「第38回大会シード選手一覧」に記載された選手である。
４）エントリー選手数９人以下　　　　　＝　入賞者１人
　　　　　〃　　　　10人以上14人以内　＝　入賞者２人
　　　　　〃　　　　15人以上19人以内　＝　入賞者３人
　　　　　〃　　　　20人以上24人以内　＝　入賞者４人
　　　　　〃　　　　25人以上29人以内　＝　入賞者５人
　　　　　〃　　　　30人以上39人以内　＝　入賞者６人
　　　　　〃　　　　40人以上49人以内　＝　入賞者７人
　　　　　〃　　　　50人以上74人以内　＝　入賞者８人
　　　　　〃　　　　75人以上　　　　　＝　入賞者10人
５）各種目で確定したシード選手の１人または数人が、本大会の当該種目にエントリーしなかった場合
でも、下位選手をシード選手に繰り上げることはしない。シード権は、本大会の当該種目にのみ有
効である。シード権は次期大会に持ち越したり、他の種目に転用したりすることはできない。

６）第38回全日本武術太極拳選手権大会については、2019年第37回大会によるシード権を有効とする。
従来は年齢区分が変更となった場合は失効となるが、シード選手は各都道府県連盟の有望な選手で
あることに鑑み、今回に限り許可する。シード選手『2021年４月１日現在の満年齢』で年齢区分が
変わった場合は、2021年第38回全日本武術太極拳選手権大会の年齢枠で出場する。

７）シード選手の出場申込み手続き：
一　シード選手に対しては、日本連盟から開催要綱、「シード選手一覧」および「＜個人競技＞出
場申込書＜書式−４＞�シード選手用��」が送付され、本人がシード選手であることを正式に通
知する。

一　シード選手が当該種目に出場を希望する場合、在住地の都道府県連盟を通じて、「出場申込み
手続き」を行わなければならない。在住地以外の都道府県連盟を通じて出場申込みが行われた
場合は無効とする。

一　シード選手は、2021年４月10日の出場申込み期限より以前に、出場の意向を在住する都道府県
連盟に伝えなければならない。都道府県連盟への意向伝達、出場手続き依頼を行う責任はシー
ド選手本人にあるものとし、これを怠ったために出場不能となった場合の責任は選手本人に帰
する。

17．出場都道府県連盟の統一：
　１人の選手が複数の個人競技種目に出場する場合、１つの都道府県連盟に限定して出場申込み手続き
を行わなければならないこととする。１人の選手が複数の都道府県連盟から、個人競技種目の出場申込
みをした場合は、どちらの出場申込書も受理されない。

18．競技運営に関する規定：
１）競技は、日本武術太極拳連盟発行「競技ルール」と、別途発行する「第38回全日本武術太極拳選手
権大会・競技ルール」に基づいて実施する。なお、［a］自選難度競技部門については、国際競技
ルールに準じ、審判委員会、強化委員会で協議して定めたルールに基づいて実施する。

２）予選・決勝方式：
　　今大会では、すべての競技種目は予選・決勝を行わず、１回の演技で順位を決める。
３）表彰人数は、原則としてエントリー人数に比例した「入賞者数」の規定に基づいて表彰する。
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19．出場申込みに関する規定：
下記に定める期限までに出場申込み手続きをしない団体は選手を出場させることができない。
◎出場申込み期限：2021年４月10日（土）
所定の「出場申込書」（個人競技用、団体競技用）を参加団体が一括して上記期限までに公益社団法人
日本武術太極拳連盟に必着するよう送付する。
※１．出場申込み期限後、直ちに各種目の出場人数に基づいて競技編成作業に入るので、期限を過ぎた申

込みや人数の増加、変更等は一切受け付けない。
※２．大会第１日、第２日、第３日の各々に、どの種目を実施するかは、出場申込み後の競技編成を経て

発表される。出場選手は自分の出場種目が、どの日に実施されても対応できるように備えられたい。
ただし、「集団」は本大会では、第１日または第２日に実施する。

20．大会日程：
　　　６月25日（金）　開会式、競技
　　　　　26日（土）　競技
　　　　　27日（日）　競技、閉会式

21．審判員研修：６月24日（木）　９：00〜20：00

22．コート数：第１日、第２日、第３日とも６コートで実施する

23．磁石検査：短器械（剣・刀）と刃のついた形状の金属製の伝統器械は、選手集合場所で磁石検査を行う。
磁石反応のある器械では出場できない。

24．服装規定：
　　　１）「［e］団体競技部門」出場者をのぞく全員がゼッケンを着用する。
　　　２）「［a］自選難度競技部門」に出場する選手の服装は、『新国際競技ルール』の記載に基づくものとし、

ゼッケンは国際大会と同様に入場前に審判長に提示する方式をとる。
　　　３）「［b］規定競技部門」、「［c］自選競技部門」、「［d］伝統競技部門」、「［e］団体競技部門」に出場す

る選手の服装は原則として自由とする。ただし武術太極拳競技にふさわしい服装とする。

25．審判員：すべての審判員は日本連盟公認審判員が担当する。

26．表彰：各部門の入賞者を表彰する。

27．大会における取材・撮影について：
　大会における取材及び表彰エリアを除く競技エリア内に立ち入っての撮影については、大会関係者及
び日本連盟より事前に許可を得た報道機関等以外は禁ずる。また、許可を受けて撮影した画像及び動画
は、事前に申請された目的及び媒体以外での使用を認めない。当連盟の許可なく使用した場合や、許可
の条件に違反して使用した場合は、今後の取材を一切お断りする。その他、会場内でのフラッシュ撮影
や光線、これに類するものの使用を禁ずる。

28．個人情報の取扱いについて：
　参加申込書に記載された個人情報および主催者または主催者に認められた報道機関等が撮影した写
真・映像については、大会参加者へのサービス向上を目的として、競技の結果、写真・映像の記録業務
への使用および広報誌、インターネット等で掲載される場合がある。
　大会に出場する選手および保護者（18歳未満の場合）は、出場申し込み時に上記事項について同意の
上、署名すること。

29．大会開催中止の際の出場料について：
　大会開催前に中止が決まった場合、日本連盟加盟団体から出場申込みを行った選手は日本連盟から都
道府県連盟を通して、個人で出場申込みを行った選手は日本連盟から直接、出場料の返金手配をする。
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カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
案　内　図

〒982-0032　宮城県仙台市太白区富沢 1 − 4 − 1
TEL：022-244-1111

JRから：「JR仙台駅」から仙台市地下鉄南北線「仙台駅」に乗り換え、終点まで約15分乗車し、
　　　　最寄り駅の「富沢駅」より案内板に従って徒歩約５分
航空機：仙台空港アクセス鉄道「JR長町駅」下車、仙台市営地下鉄「長町駅」から終点まで
　　　　約４分乗車し、最寄り駅の「富沢駅」より案内板に従って徒歩約５分
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会場へお越しの際は、公共の交通機関をご利用ください

　連絡・申込み先：〒132−0025　東京都江戸川区松江１−９−15
　　　　　　　　　公益社団法人日本武術太極拳連盟　☎�03（6231）4911　Fax�03（6231）4955



第38回全日本武術太極拳選手権大会

出 場 申 込 要 領

　　　　期限厳守　　上記期限以降の申込みは一切受け付けませんのでご注意下さい。

申込み手続き：
⑴　下記の要領で、出場申込みの関係書類を上記の期限までに提出し、＜分担金＞と＜出場料＞を４月10日（土）ま

でに指定銀行に振り込んだ団体は、大会参加団体として選手を出場させることができます。
　　　＜分担金＞
　　　　　◎日本連盟加盟団体（会員団体）は一口５万円、一口以上
　　　＜出場料＞
　　　　　◎上記の参加団体に所属する選手は
　　　　　　個人競技：選手一人一種目につき４千円の出場料
　　　　　　団体競技：対練：一チーム一種目につき１万円の出場料
　　　　　　　　　　　集団：一チーム一種目につき１万５千円の出場料
　　　　　　　　　　　太極拳推手：一チーム一種目につき８千円の出場料

⑵　上記⑴の参加団体に所属せず出場を希望する個人は、大会運営委員会事務局に直接「出場申込書」を送付し、個
人競技一種目につき２万円の出場料を銀行振込にて納付して下さい。但し、個人の出場申込書も2021年４月10日
（土）までに日本連盟に提出しなければならず、同日を過ぎた申込書は受理されません。
⑶　「自選難度競技部門」出場選手および「選手強化委員会枠」として出場する選手は、選手強化委員会から「出場
申込書」を入手し、都道府県連盟を通じて出場申込み手続きを行います。但し、都道府県連盟による本件の申込み
手続きとは別途の申込み手続きを行います。

　提出書類：
　　1）「出場申込み　人数・出場料内訳表」−Ｂ４判１枚〈書式−１〉
　　2）「大会分担金・出場料納付書」−Ｂ５判１枚〈書式−２〉
　　3）「＜個人競技＞出場申込書」−Ａ４判（複写して使用）〈書式−３〉〈書式−４〉

　この書式は、都道府県選抜選手用 と第36回大会の成績による シード選手用 の２種類があり、都道府県連盟とシ
ード選手にそれぞれ該当するものが送付されています。シード選手はシード選手用の申込書を、都道府県選抜選
手は個人（都道府県選抜）選手用の申込書を使用して下さい。該当しない申込書を使用した場合、申し込みは受
理されません。

　　4）「＜団体競技＞出場申込書」−Ａ４判（複写して使用）〈書式−５〉

　記入要領：
　　1）「出場申込み　人数・出場料内訳表」〈書式−１〉

　各個人競技部門（９．〜34．）、団体競技部門（ 35．〜37．）の該当する番号に○印を付け、各欄に人数および金
額の数字を記入し、都道府県連盟責任者印を捺印して下さい。

　　2）「大会分担金・出場料納付書」〈書式−２〉
　都道府県連盟責任者印を捺印し、分担金口数、金額を記入して下さい。出場料は、該当する欄に金額を記入し
て下さい。

　　3）「＜個人競技＞出場申込書」（複写して使用）〈書式−３〉〈書式−４〉
　氏名、性別、国籍、生年月日、2021年４月１日現在の満年齢、住所、電話、所属する都道府県連盟名と所属団
体名を明記して、都道府県連盟印および所属団体印を捺印して下さい。出場種目欄は、男女個人競技部門の該当
する番号に○印を付けて下さい。さらに［b］規定競技部門の長拳〜棍術は国際第一套路（Ｂ規定套路）と国際
第二套路（Ａ規定套路）のうち該当するものに○印をつけて下さい。また、［c］自選競技部門、［d］伝統競技部
門は、指定欄に種目名を具体的に記入して下さい。
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出場申込期限：2021年４月10日（土）



─ 2 ─

　また、コンピュータ入力のため、氏名にはふりがなをつけ、生年月日と2021年４月１日現在の満年齢を記入し
て下さい。これらの記載がない申込書は受理されません。
　シード選手は必ず、シード選手用 〈書式−４〉の書式を使用して下さい。

　　4）「＜団体競技＞出場申込書」（複写して使用）〈書式−５〉
　対練、集団、太極拳推手は、チームの都道府県連盟名、所属団体名、出場部門、種目名、チーム責任者氏名、
住所を記入し、個人情報の取扱いについて同意の署名欄に記入のうえ、所属団体印を捺印して、チーム構成選手
欄に出場選手の氏名、性別をすべて記入して下さい。

選手登録：４月10日（土）の出場申込み期限内に、上記申込書と分担金、出場料の納付が受理された選手には「選手証」
を発行します。出場選手は大会期間中、本人が直接この選手証を携帯し、大会会場の入場および出場登録手
続き等を行って下さい。

申込書類送付先：
　　　　　　　出場申込書類〔2021年４月10日（土）期限〕；　日本連盟事務局宛に送付して下さい。
　　　　　　　〒132-0025　東京都江戸川区松江１−９−15　「公益社団法人日本武術太極拳連盟」宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 03（6231）4911　　FAX 03（6231）4955

　出場料等納付先：
　　みずほ銀行四谷支店　普通預金口座　１０２５４７８　　口座名義：公益社団法人日本武術太極拳連盟


